
　　去る４月１５日（月）午後３時００分から、ＪＡビル８階中会議室にて、春闘要求に

　関する第２回団体交渉が行われ、秋厚労１８人、経営側１２人が参加しました。

　経営側は、厚生連の財源の持ち出しを加え、「令和６年６月より医師以外の全正職員

に６千円のベースアップ」「４０歳未満の医師には処遇改善手当月額３千円」を実施す

ると回答しました。

　中央闘争委員会では、全支部一致でベースアップを評価し妥結しました。

☆　基本給２万円の引き上げを ★　６月から下記のとおり賃金を引上げる

☆　来年度はどうなるのか ★　今回の賃金引上げにより自前財源が毎年１億

円程度必要。令和７年度にも２．０％賃金を引

上げると、年間２億数千万円の持ち出しになる

★　みなさんの要望に応えたいので、今年引き上

げた。２年連続赤字を出すと諸々制約が出るた

め、来年も出来るかどうかは分からない

★　確実に言えるのは、いくばくかのアップは次

年度もやるということ

☆　県などへ補助金を出してくれるよう ★　ベースアップのための補助金となると、県な

働きかけてもらえるか どから理解を得られないと思う。国の財源が十

分でない。求める先は国だ

☆　今後、収益を上げるために考えてい ★　病院の評価を上げること。のびる要素はあ

ることは何か る。医療需要が減るからと言って暗いわけでは

ない

※　経営側から今回のベースアップなどを行うにあたっての資料をいただきました。中央委員が持ち帰っています。

内容 秋厚労の意見 経営側の意見

ベース
アップ

医師以外の正職員 調整手当６千円引上げ

臨時職員
時給４０円引上げ

（看護補助者以外）

４０歳未満の医師 処遇改善手当３千円

今後の見
通し
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妥
結 ベースアップ実施！
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